
月 日

実印

-

□相続人・□受遺者・□遺言執行者・□受任者
（該当に☑してください）

□相続人・□受遺者・□遺言執行者・□受任者
（該当に☑してください）

□相続人・□受遺者　（該当に☑してください）□相続人・□受遺者　（該当に☑してください）

おなまえ おなまえ

〒

成年後見制度を利用している相続人
（後見人名）

相続人なし（相続財産管理人）

成人していない相続人

実印

実印

実印

）□ F．その他（

【留意する相続人】

実印

番

□相続人・□受遺者・□遺言執行者・□受任者
（該当に☑してください）

年　　　月　　　日

検　印受付印担当者印

処理終了日

1．相続方法（該当に☑してください）

そ
の
他
相
続
関
係
者

おなまえ おなまえ

□ A．全員で一括承継（名義変更の場合は、「故（被相続人名）相続関係者代表（代表者名）」名義に変更します）

□ B．相続人全員による遺産分割協議書にもとづく遺産分割

□ C．相続人関係者は私一人

□ D．遺言

実印

実印

□相続人・□受遺者　（該当に☑してください） □相続人・□受遺者　（該当に☑してください）

実印

以　上

おなまえ おなまえ

おなまえ

    □　鍵

検　印部店長印

口座
名義

フリガナ　　　　　　　　　　　　当金庫
　　　　　　　　　　　　銀行・農協
　　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　支店

　　　　　　　　　　　　当金庫
　　　　　　　　　　　　銀行・農協
　　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　支店 口座

名義

受付印Oculus実施者

□相続人・□受遺者　（該当に☑してください） □相続人・□受遺者　（該当に☑してください）

実印

おなまえ

□ E．家庭裁判所の調停・審判

（２）出資金の法定脱退による払戻金の振込指定口座を別に指定される場合

振込先

指定
口座

フリガナ

相続預金等の払戻金は下記の口座に振込んでください。出資金については、相続手続後または相続手続中に配当金が発生した場合、下
記相続人の指定口座に入金してください。なお、当金庫本支店以外の金融機関を振込先とする場合、所定の振込手数料を差し引いて入
金してください。

下記口座に、法定脱退後の払戻金を入金してください。なお、当金庫本支店以外の金融機関を振込先とする場合、所定の振込手数料を
差し引いて入金してください。

番

    □　カード

右記貸金庫の開扉・格納物の出庫・契約の解約をしてください。
鍵またはカードを添付できない場合、私（たち）が修理費等を負担します。

紛失物件

※出資金の法定脱退による払戻は、本事業年度終了後の翌営業日以降の払戻となります。
※4月から当金庫総代会までの間に相続手続きを申し出される場合、配当金の支払いは、当金庫総代会後となります。

４．貸金庫（貸金庫のお取引がある場合のみ記入してください。

・普通
・その他(　　　　　　)

番
号

出資払戻金
振込先

科
目

指定
口座

貸金庫番号

３．相続預金等払戻金の振込先指定口座

科
目

※外貨預金を外貨建てにて他行へ振込む場合は、外国送金取組依頼書兼告知書をいただきます。
　なお、別途送金手数料、取扱手数料がかかります。

番
号

・普通
・その他(　　　　　　)

（１）相続預金等の払戻金の振込について

定期積金 その他 （

＜ご記入について＞

・「手続方法」欄を選択いただき、名義変更をご希望される場合は、継承人のお名前をご記入ください。
・債権、投資信託については、名義変更のみとなります。

普通預金

名義変更

その他 （ ）

売却 法定脱退

定期預金 出資証券

）

名義変更払戻

売却

名義変更

その他 （ ）

名義変更

その他 （ ）

名義変更

その他 （ ）

名義変更

その他 （ ）

名義変更

その他 （ ）

払戻

その他 （ ）

定期預金 名義変更

その他 （ ）

定期預金

取引内容 店番 口座番号
証券番号・取引口座番号

手続方法

名義変更普通預金 払戻

普通預金 払戻定期預金

払戻

売却定期積金

定期預金

定期積金

普通預金 払戻

売却定期積金

売却

普通預金 払戻

定期預金

定期預金

定期預金

定期預金

払戻

売却定期積金

売却

対象者

□あり

定期積金

普通預金

定期積金

普通預金

普通預金

定期積金

普通預金

 
静
清
信
用
金
庫
は
、

本
書
類
の
お
客
さ
ま
の
個
人
情
報
を
相
続
手
続
の

 
適
切
、

円
滑
な
履
行
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
利
用
い
た
し
ま
す
。

ご連絡先（　　　　　）　　　　－相
続
人
関
係
者
代
表

保存10年　　F050040　　P　　（2023．12）

死亡年

静 清 信 用 金 庫 御中
依 頼 日

下記取引に関する通帳・証書等を添付していない場合、それらを紛失したものとして取扱ってください。
相続手続完了後の通帳・証書等は、相続関係者代表者宛に郵送してください。
総合口座取引の当座貸越金がある場合は、担保の定期預金で清算してください。

おなまえ　おところ

※相続関係者欄は必ずご本人さまが署名してください。
私（たち）は、上記被相続人と静清信用金庫との取引について、相続手続を依頼します。この相続手続に関して、
私（たち）のほかに権利者はいませんが、万一、他者から権利を主張された場合は、貴金庫に責がある場合を除き、
私（たち）が責任をもって解決します。

本
部
確
認
欄

□なし

受付店 「相続手続承り書」で確認済の場合は斜線を引く

＜金庫使用欄＞
受付番号 ・Oculus-filter確認

確認日

２．相続する預金・預り有価証券等のお取引明細および手続方法（該当に☑してください）相 続 手 続 依 頼 書 帳票
ＩＤ 014 店番

顧客
番号

被
相
続
人

おなまえ

払戻

売却定期積金

売却

承継人名
（名義変更の場合）


